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【米国向け輸出牛肉への対応】

・当該ワクチンを接種した牛は、米国向け輸出牛肉取扱施設への

搬入は不可です。

・当該ワクチンを接種した牛に由来する牛肉は、当面の間、輸出が

認められません。

※日本ではワクチン接種後20日以内のと畜検査申請が行われない

ため、令和6年12月11日付けの食肉衛生証明書発行分までは、

現行どおりの取扱いで牛肉を輸出することが可能です。

【ワクチン接種証明書について】

・当該ワクチンを接種した牛には、売買、市場出荷、と畜場出荷等の

搬出の際に、福岡県から発行されるワクチン接種証明書が搬出先

に受け渡されます。

福岡県でランピースキン病の
ワクチン接種が開始されました
福岡県でランピースキン病の

ワクチン接種が開始されました

搬出先


